
予約  日本学生支援機構給付奨学金（予約）申請事前確認票 

 

★全員が確認すること 

チェック欄 申請者（学生）が外国籍 

□ 予約採用時から離婚・死亡等で生計維持者が減っている 

□ 予約採用結果について、2026 年 1 月末までに JASSO へ「税の更正の申告」を行った 

□ 
予約採用結果について、役場で税の更正は行った（これから行う予定）が、JASSO への「税の更正の申

告」※はまだしていない 

 

★多子世帯に該当する場合に確認すること 

チェック欄 項目 対応 

重要 

□ 

多子世帯にも関わらず、「採用候補者決定通知【進

学先提出用】」の給付奨学金支援区分に「多子」の

表記がない方 

※上記の「税の更正の申告」を行った場合はチェッ

ク不要 

予約採用申請をした高等学校に相談してください。「税

の更正の申告」についての指示を受けた場合は改めて

前項にチェックしてください。 

そのほかの指示を受けた場合は、本紙提出時に学生係

へその内容を教えてください。 

 

「税の更正の申告」について 

奨学金申請は、申請時の自己申告と地方税情報により判定を行います。このうち、地方税情報を修正したことによ

り、予約採用結果について、再判定を JASSO へ依頼することを「税の更正の申告」といいます。 

※自己申告の誤りによって誤った判定結果となってしまった場合は、その旨申し出てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、生計維持者と確認しました。 

      年   月   日 

学部（  工学部  ・  情報工学部  ）   受験番号（       ） 

申請者（学生）署名：                           

・採用されなかった… 

・支援区分が想定と違った… 

・多子世帯のはずなのに 

多子世帯と認定されなかった 

地方税情報が誤っていた！ 役場で課税情報を修正して

修正した税情報での再判定を

JASSO へ依頼！ 

＝「税の更正の申告」 

 


